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近年、アレルギーの増加など様々な理由から、薬を常用する方が増えまし

た。薬の長期連用者やアレルギーを持つ方は、市販薬でも飲み合わせを間違

えれば急激な症状悪化が生じる可能性や、いつ副作用が生じてもおかしくな

い状況にあると言えます。また、市販薬の解熱剤やかぜ薬の多くは、その副

作用により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある第 2

類医薬品に該当します。  

以上のことから、保健室は病院へ行くまでの応急処置をすることが目的で

あるため、 2018 年 4 月 1 日より、一部の第 2 類医薬品（解熱鎮痛薬等）を

除き常備しないこととしました。  

今後、持病をお持ちの方、定期的に市販薬を飲んでいる方は、かかりつけ

医と相談の上、緊急時に対応できる薬を携帯するようにしてください。  

なお、保健室では、これまでと同じく、外科的処置（擦り傷、切り傷など）、

日常の健康相談等を行い、健康を守るためのサポートを行う姿勢に変わりは

ありません。  

ご不明な点等ありましたら、保健室にお問い合わせください。皆さまのご

理解とご協力をお願いいたします。  

 


